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「令和６年能登半島地震」の概要 （令和６年１月１日16時10分の地震）

○令和６年１月１日16時10分にマグニチュード7.6、深さ16kmの地震が発生し、石川県輪島市、志賀町で震度７を観測。
○ この地震により石川県能登に対して大津波警報、山形県から兵庫県北部を中心に津波警報を発表。

■震度分布図

■津波警報等発表状況
（１月１日16時22分発表）

石川県志賀町

石川県輪島市

１月１日16時10分の地震

※この資料は速報値であり、
後日の調査で変更する場合がある。

■津波の観測状況

■陸のプレートでの主な地震活動の
地震回数比較（マグニチュード3.5以上）
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2出典：復旧・復興支援本部（内閣府防災）



令和６年能登半島地震に伴う下水道施設の対応状況（石川県）

3出典：復旧・復興支援本部（内閣府防災）



令和6年能登半島地震 可搬式浄水装置による給水支援

●珠洲市役所

●

●亀ヶ谷池

約７時間

約20分

金沢市 Googleマップより引用

かめんた

珠洲市役所

珠洲市総合病院

亀ヶ谷池

○ R6能登半島地震における給水支援として、（独）水資源機構が保有する可搬式浄水装置２台を投入。

○ 地震により浄水能力が失われた石川県珠洲市において、郊外にある亀ヶ谷（かめんた）池で給水支援。

○ １月９日（火）から生活用水、１２日（金）からは飲用水を提供中。

○ 水資源機構の職員が3名常駐し、現地に設置された災害対策車（注１）に寝泊まりしながら給水活動（8:00～18:00）を支援。

【可搬式浄水装置の特徴・効果】

・ 海や河川から取水して浄水することが可能であり、飲料水としても利用可能。 処理能力は、１台50㎥/日。

・ ほとんどの給水車が金沢市と７時間以上（注2）かけて往復しているところ、珠洲市役所まで約20分に短縮される。大型給水車 約15台分/日（注3）の往復を解消。
(注1) 関東地方整備局所有の災害対策車｡ (注2) 深夜早朝の場合（1/9時点）の所要時間｡ (注3） 稼働率を７５％、給水車の容量約5000lと仮定｡

【現地の声】

○ 被災地域で水が必要となる中で、安定的な給水支援を行って頂き大変助かる。（珠洲市）

○ 給水ポイントが近くにできたことや安定的に給水して頂けるので大変助かる。（名古屋市上下水

道局）

○ 入浴施設に水を給水しているが、入浴施設の利用者から感謝の言葉を頂いている。（自衛隊）
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令和6年能登半島地震 緊急水源としての地下水活用事例

• 大規模災害時における代替水源としての井戸（地下水）の活用は有効的な手段の一つであり、地域防災計画に位置付けているケースも見られる。
• 羽咋市では、能登半島地震発生翌日の1月2日に、防災情報「利用できる井戸水の案内について」のメール（羽咋市安全・安心メール）を市民に発信。１月23日

現在、32箇所の井戸水を紹介。
• 穴水町では、能登半島地震による停電を免れた諸橋地区において、家庭の井戸水を避難所のトイレ用水として活用（穴水町への聞き込みによる）。

羽咋市HPより

穴水町HPより

穴水町諸橋地区

家庭の井戸水を避難所のトイレに活用 ［諸橋公民館］（穴水町HPより）穴水町避難所マップ（穴水町HPより）

≪現地の声≫・大規模災害が発生した際に代替水源として円滑に活用出来るよう、日頃からの備えとして災害用井戸の整備や登録しておくことの重要性について痛感。
・飲料用としては使用できなかったが、井戸水を生活用水として活用することが出来た。市の情報発信にも感謝。 5
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●能登半島地震発災時における能登空港での雨水利用

能登空港では元々、施設の屋根に降った雨水を
地下にある雨水貯留槽（500m3）に貯め、トイレ
洗浄水に使用。
能登半島地震の際、水が止まって給水車が来て
いない状態でも、非常用発電を使ってポンプで水
を汲み上げて空港内のトイレ洗浄水に使用。
給水車が来るまでの１週間、雨水のみでトイレ
洗浄水を使用することができた。

■施設概要
名 称：能登空港ターミナルビル
構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造4階（一部地下1階）
面 積：9,491.82m2

所在地：石川県輪島市三井町洲衛 地内
完 成：平成15年（2003年）
雨水貯留槽容量：500m3

開放したホールの様子

出典：国土交通省

滑走路の貯水槽 建物地下に設置された雨水貯留槽

■主な経緯
1/1 能登半島地震（輪島市震度６強）発生

断水、停電
非常用発電で火災が発生したため、ポンプで水を汲み上げ
ることができず、雨水利用もできなかった。

1/2   非常用発電を復旧し、水をポンプアップしてトイレ洗浄に使用
開始 （トイレ洗浄のみで手洗い不可）

1/6 給水車の給水開始
給水車の給水と組み合わせることで、トイレ洗浄と手洗いも
可能に。

1/22 避難者、地域住民、自衛隊、消防隊、警察官等１日3,000人
（推定）がトイレを使用。

出典：石川県ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/eizen/noto/airport/airport.html

平時から雨水の利用を進め、発災時の代替水源として備えることが重要。

能登空港でのトイレ使用状況

令和6年度能登半島地震 能登空港での雨水利用について


